
障害福祉施策の動向等について

富山県厚生部障害福祉課

令和８年６月

令和８年度サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者更新研修資料



Ⅰ．サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者
研修制度の見直しについて



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の業務内容例

１．個別支援計画の作成に関する業務

①利用者に対する面接等によるアセスメント及び支援内容の検討

②個別支援計画の原案作成

③個別支援計画作成に係る会議の運営

④利用者・家族に対する個別支援計画案の説明と同意

⑤利用者に対する個別支援計画の交付

⑥個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）による見直しと計画の変更

a. 定期的な利用者への面接

b. 定期的なモニタリング結果の記録

２．当該サービス提供事業所以外における利用状況の把握

３．自立した日常生活が可能と認められる利用者に対する必要な支援の提供

４．サービス提供者（職員・従業者）への指導・助言



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者養成の現状及び課題

○ これまでのサービス管理責任者等を養成するための研修は、１回限りであり、振り返りや更新の機
会となる研修等を国としては定めていない。

○ こうした現状において、受講者の状況に応じた段階的な研修実施ができておらず受講者の質の
担保が困難であることや、更新研修などの機会が設定されていないためサービス管理責任者等の
要件を満たした後における質の担保が困難であることが指摘されている。

（平成24年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービス事業におけるサービス管理責任者養成
のあり方に関する調査」）

○ 平成28年度に実施した調査研究事業では、サービス管理責任者等の実務者の業務に対する認
識は浸透してきているものの、業務実行状況には個々に大きな差があることが指摘されている。

（平成28年度障害者総合福祉推進事業「サービス管理責任者等の業務実態の把握と質の確保に関
する調査研究事業」）

○ 一方で、サービス管理責任者等の確保が困難であるため、サービス管理責任者等の要件である
実務経験年数について緩和を求める声も挙がっている。

○  上記課題に対応すべく、平成27年度より３カ年で実施した厚生労働科学研究において、新たな研
修制度の仕組みに関する研究及びモデル研修プログラムの開発を行った。

見直しまでの流れ



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて

○ 一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修
を基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件(注)を設定。
※ 令和元年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は令和５年度末までに更新研修の受講が必要。

○ 分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責
任者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施する。
※ 共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完。

○ このほか、直接支援業務による実務要件を10年⇒８年に緩和するとともに、基礎研修受講時点において、サービス管理責任者等の
一部業務を可能とする等の見直しを行う。
※ 新体系移行時に実務要件を満たす者等について、一定期間、基礎研修受講後にサービス管理責任者等としての配置を認める経過措置。

サービス管理責任者
実務要件

児童発達支援管理
責任者実務要件

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

旧

【改定】基礎研修
相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を受講

サービス管理責任者等研修（統
一）研修講義・演習を受講（15h）

【新規創設】

サービス
管理責任者

等
実践研修
（14.5h）

サービス管理責任者
実務経験要件

児童発達支援管理責任者
実務経験要件

【一部緩和】
※実務経験要件に達する予定の
２年前から、基礎研修の受講可

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

改定後

【新規創設】

サービス
管理責任者等
更新研修
（13h）

※５年毎に受講

ＯＪＴ
一部業務
可能

【新規創設】
専門コース別研修(注)一定の実務経験の要件

・実践研修：過去５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験がある
※基礎研修受講時に実務経験を満たしている場合は６ヵ月以上の実務経験（個別支援計
画作成業務）がある
・更新研修：①過去５年間に２年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある

又は②現にサービス管理責任者等として従事している

相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を受講（１１．５ｈ）

サービス管理責任者等研修共通
講義及び分野別演習を受講（１９ｈ）

「実務がしっかり行える
サビ管・児発管」へ



サービス管理責任者等として従事するための要件

●サービス管理責任者等として配置されるためには、２つの要件を満たす必要

あり。 障害者総合支援法【サービス管理責任者】 （平成31年度告示第109号）
児童福祉法【児童発達支援管理責任者】 （平成31年度告示第110号）

【１】 実務経験要件（配置に関する）

・条件により年限が異なる。 

① 法、② 保有する資格及び③ 従事経験の業務内容 による。

【２】 研修修了要件 ❖研修受講においても実務経験要件あり。

・相談支援従事者初任者研修（講義部分）修了

＋

1) 取得: 基礎研修、実践研修を修了

2) 維持: 実践研修修了の翌年度から５年間の間に１度更新研修を修了

❖ 研修の受講に関する実務経験要件

1) 基礎研修: サービス管理責任者等としての実務経験要件を満たす２年前から受講可。

2) 実践研修: 基礎研修修了後２年以上、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての一定程

度の業務経験。（基礎研修受講時に実務経験要件を満たしている場合は６か月以上）

3) 更新研修: ① 過去５年間に２年以上のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・管理者・相談

支援専門員の実務経験。又は② 現にこれらの業務に従事していること。



業務の範囲 業 務 内 容

実務経験年数

国家資
格者
※１

有資格
者
※２

左記以外
の者

障
害
者
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務

(一) 相談支援の業務

日常生活の自立に関する相談に応じ、
助言、指導その他の支援を行う業務、
その他これに準ずる業務

〔告示一イ(1)(一)〕

ａ 指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援事業に従事する者

３年
以上

５年
以上

ｂ 更生相談所(身体・知的)、福祉事務所、発達障害者支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者
※旧精神保健福祉法の精神障害者社会復帰施設を含む。

ｃ 障害者支援施設、障害児入所施設、地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
精神保健福祉センター、救護施設、更正施設において相談支援の業務に従事する者

ｄ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者

ｅ 特別支援学校において相談支援の業務に従事する者

ｆ 医療機関(病院・診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
(2) 施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談
の業務に従事した期間が１年以上である者
(3) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級以上(現; 介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

(三) 直接支援の業務

入浴、排せつ、食事その他の介護を
行い、並びに介護に関する指導を行
う業務、その他職業訓練、職業教育
に係る業務、動作の指導・知識技能
の付与・生活訓練・訓練等に係る指
導業務

〔告示一イ(1)(二)〕

ａ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設及び医療機関等において介護業務に従事
する者

５年
以上

８年
以上

ｂ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業に従事する者

ｃ 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所等の従業者

ｄ 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

ｅ 特別支援学校等の従業者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

※１ 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。

※２ 上記(三)の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者（資格取得以前も年数に含めて可）
（１）社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）、
（２）保育士、
（３）児童指導員任用資格者、
（４）訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者

サービス管理責任者として従事するための実務経験要件



業務の範囲 業 務 内 容

実務経験年数
（下記に加え、老人福祉
施設・医療機関等以外で
の実務経験が３年以上）

国家資
格保有
者※１

有資
格者
※３

それ
以外
の者

障害者
（身体上
若しくは
精神上の
障害があ
ること又
は環境上
の理由に
より日常
生活を営
むのに支
障がある
者）又は
障害児
（児童福
祉法第4条
第1項に規
定する児
童）の保
健、医療、
福祉、就
労、教育
の分野に
おける支
援業務

イ 相談支援の業務

自立に関する相談に応じ、
助言、指導その他の支援
を行う業務、その他これ
に準ずる業務

〔告示一イ(1)(一)〕

(1) 指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援事業に従事する者

３年
以上

５年
以上

(2) 児童相談所、児童家庭支援センター、更生相談所(身体・知的)、福祉事務所、発達障害者支援センターにおいて相
談支援の業務に従事する者 ※旧精神保健福祉法の精神障害者社会復帰施設を含む。

(3) 障害者支援施設、児童入所施設(障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、
地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、精神保健福祉センター、救護施設、更正施
設において相談支援の業務に従事する者

(4) 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者

(5) 学校において相談支援の業務に従事する者

(6) 医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
 1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
 2) 施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務
に従事した期間が１年以上である者
3) 訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

ロ 直接支援業務

入浴、排せつ、食事その
他の介護を行い、並びに
介護に関する指導を行う
業務、その他職業訓練、
職業教育に係る業務、動
作の指導・知識技能の付
与・生活訓練・訓練等に
係る指導務

〔告示一イ(1)(二)〕

(1) 障害者支援施設、児童入所施設(障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、
老人福祉施設、介護老人保健施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

５年
以上

８年
以上

(2) 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、保育所、認定こども園、老人居宅介護等事業等に従事する者

(3) 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所等の従業者

(4) 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

(5) 学校等の従業者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

※１ 上記イの相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※２による業務に５年以上従事している者（国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可）
※２ 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚

士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。
※３ 上記ロの直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者（資格取得以前も年数に含めて可）

1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
2) 保育士
3) 児童指導員任用資格者
4) 訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者

児童発達支援管理責任者として従事するための実務経験要件



基礎研修・実践研修・更新研修のねらい

基礎研修：プロセスの理解

アセスメント、個別支援計画の作成、相談支援専門員との連
携、多職種連携

更新研修：自己検証

施策の最新の動向、自己検証、スーパー
バイズ、人材育成によるサービス（支援）
の質の向上

実践研修：質の向上

支援会議の運営、サービス（支援）提供職員への助
言・指導、個別支援計画の質の向上、人材育成によ
るサービス（支援）の質の向上

3年

原案作成が可能

5年

サービス（児童発達支援）

管理責任者として配置

5年毎

サービス（児童発達支援）

管理責任者として継続

※人材育成によるサービス（支援）の質の向上：SVによるサービス提供職員の気づき（ハッと

する、ピンとくる）と自己の業務の検証（批判ではなく）につながるきっかけ作りを行う。仕事への
感性を高めることにつなげる。

２年間

ＯＪＴ後



基礎研修（うち相談支援従事者初任者研修講義部分） 時間数

講義

１ 障害者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責 任
者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する講義

5h

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに
関する講義

3h

３ 相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 3h

合計 11h

共通講義及び分野別演習（旧） 時間数

講義
サービス管理責任者の役割に関する講義 6h

アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 3h

演習 サービス提供プロセスの管理に関する演習 10h

合計 19h

相談支援従事者初任者研修講義（現行） 時間数

講義

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律及び児童福祉法の概要
並びに相談支援従事者の役割に関する講義

6.5h

ケアマネジメントの手法に関する講義 2h

地域支援に関する講義 3h

合計 11.5h

基礎研修（うち研修講義、演習部分）（改正後） 時間数

講義
１ サービス管理責任者の基本的姿勢とサービス提供
のプロセスに関する講義

7.5h

演習 2 サービス提供プロセスの管理に関する演習 7.5h

合計 15h

実践研修 時間数

講義 １ 障害福祉の動向に関する講義 1h

講義
・演習

２ サービス提供に関する講義及び演習 7h

３ 人材育成の手法に関する講義及び演習 2.5h

４ 他職種及び地域連携に関する講義及び演習 6h

合計 14.5h

更新研修 時間数

講義 １ 障害福祉の動向に関する講義 1h

講義・演
習

２ サービス提供の自己検証に関する演習 5h

３ サービスの質の向上と人材育成のためのスー
パービジョンに関する講義及び演習

7h

合計 13h

【旧】 【新】



サービス管理責任者等の本来業務を実践するために、個別支援計画の作成に携わっていることを前提として、サービス提
供プロセスにおける「管理」、具体的には「支援会議の運営」、「サービス提供職員への助言・指導」について講義および
演習を実施する。また、演習等によるグループワーク等を実施する中で、各自が実際に作成した「個別支援計画」の内容等
の質の向上を図る。

＜修了時の到達レベル＞

２年間の個別支援計画作成・修正の経験をベースに個別支援計画作成・修正について熟達し、関係機関との連絡調整や支援
会議の運営、サービス提供職員に対する技術的な指導・助言等一連のサービスプロセス管理業務が行えるレベルとする。

障害福祉サービス等提供従事者等の職員として、障害福祉サービス等の提供に関する基本的な理念や倫理等の基礎を押さ
える。
サービス等利用計画と個別支援計画の関係や、個々の利用者に応じた「個別支援計画」の意味・知識・技術等の原則論を

押さえる。
「個別支援計画」作成・修正の能力を、演習等を通じて獲得する。

＜修了時の到達レベル＞
アセスメントからモニタリングまでの一連のプロセスを理解したうえで、個別支援計画を作成・修正することができるレベ
ルとする。

基礎研修

実践研修

サービス管理責任者等の実践報告等によりこれまでの業務内容を振り返るとともに実践内容の確認をし、知識・技術の更
なる底上げを図る。

＜修了時の到達レベル＞
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として、人材育成の視点からサービス（支援）提供職員等へのスーパービ
ジョンができるようになる。

更新研修

２年間のＯＪＴ（相談支援又は直接支援業務の実務経験）

基礎研修受講時に実務経験要件を満たしている場合は６月のＯＪＴ（個別支援計画作成の業務）

・５年間の経験 ・５年毎に更新



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の業務内容例

1.個別支援計画の作成に関する業務
①利用者に対する面接等によるアセスメント及び支援内容の検討
②個別支援計画の原案作成
③個別支援計画作成に係る会議の運営
④利用者・家族に対する個別支援計画案の説明と同意
⑤利用者に対する個別支援計画の交付
⑥個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）による見直しと計画の変更

a. 定期的な利用者への面接
b. 定期的なモニタリング結果の記録

2.当該サービス提供事業所以外における利用状況の把握

3.自立した日常生活が可能と認められる利用者に対する必要な支援
の提供

4.サービス提供者（職員・従業者）への指導・助言



令和８年度富山県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者
更新研修修了者の資格更新について

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格を継続するためには、更新研修を修了した
翌年度を初年度とする５年度ごとの各年度末日までに、更新研修を修了する必要があります。

●平成30年度までにサービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修を修了した者

…

R9年～R13年の間に１回

「更新研修」を修了

すればよい

実践研修修了の翌年度から５年毎の受講

※現任者もしくは５年間の間に２年以上のサービス管理責
任者・児童発達支援管理責任者・管理者・相談支援専門員
の実務経験がないと更新研修は受講できません

Ｈ30まで R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

サービス管理
責任者研修・児
童発達支援管
理責任者研修

修了

更新
研修

① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤

R14年～R18年の間に１回

「更新研修」を修了

すればよい

R19年～R23年の間に１回

「更新研修」を修了

すればよい

令和５年度末までは、更新研修受講前でも引き続きサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として業務可能
⇒令和５年度末までに「更新研修」を修了しなければ資格を喪失します
（資格を喪失した場合は「実践研修」を受講することでサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として業務可能となる）



Ⅱ．障害福祉施策の動向等について



① 障害者・障害福祉サービス利用者の推移等



（在宅・施設別）
障害者総数 １,１６４,６万人（人口の約９．３％）

うち在宅 １,１１6,０万人（９５．８％）

うち施設入所 ４8,7万人（ ４．２％）

           身体障害者（児）            知的障害者（児）         精神障害者 

          ４23．０万人               １26．8万人           ６１４．８万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅身体障害者（児） 

４15.9万人（９８．３％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅知的

障害者

（児） 

114.0万人 

（８９．９％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅精神障害者 

５８６．１万人（９５．３％） 

 

 

 

施設入所

知的障害

者（児） 

１2．8万人 

（１0．１％） 

 

 

 

入院精神障害者 

２８．８万人（４．７％） 

施設入所身体障害者（児） ７．1万人（１．７％） 

 

○ 障害者の総数は１,１６４．６万人であり、人口の約９．３％に相当。
○ そのうち身体障害児者は４２３．０万人、知的障害児者は１２６．８万人、精神障害者は６１４．８万人。
○ 障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。

障害者の数＜全国＞

※身体障害者（児） 及び知的障害者（児）数は平成28年（在宅）、平成３０年（施設）の調査等、精神障害者数は令和２年の調査による推計。年齢別の身体障害者（児）、知的障害者（児）数は在宅者数（年齢不詳を除く）での算出。
※身体障害者（児）及び知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。

※平成28年の調査における在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は19.4万人と推計されるが、障害種別が不明のため、上記には

含まれていない。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。



○肢体不自由＋内部障害＝８３％ ○重度・中度が８８％を占める ○６５歳以上が７８％を占める

身 体 障 害 者 の 状 況
～身体障害者手帳の保持者数の推移～

各年度3月31日現在

2,746 2,648 2,609 2,548 2,534 2,489 2,439 2,405 2,364 2,348 2,363 

4,540 4,549 4,475 4,484 4,483 4,419 4,300 4,203 4,155 4,068 4,087 

454 460 475 464 467 462 458 445 434 426 418 

25,662 24,908 24,122 23,395 22,683 22,011 21,005 20,172 19,469 18,823 18,228 

15,943 16,134 16,190 16,317 16,431 16,504 
16,250 

16,072 
15,829 15,684 15,544 

49,345 48,699 47,871 47,208 46,598 45,885 
44,452 

43,297 
42,251 

41,349 40,640 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

人

内部障害

肢体不自由

音声・言語

聴覚・平衡

視覚障害



知 的 障 害 者 の 状 況
～療育手帳の保持者数の推移～

各年度3月31日現在

65歳以上

18～64歳

0～17歳

○１０年前から１，７１６人の増 ○中度・軽度で６５％を占める ○６５歳以上は９％程度

1,581 1,577 1,594 1,573 1,578 1,548 1,567 1,651 1,684 1,736 1,793 

5,268 5,424 5,566 5,717 5,881 6,022 6,127 6,216 6,375 6,513 6,643 

743 764 786 813 805 830 847 861 876 861 872 

7,592 7,765 
7,946 8,103 8,264 8,400 8,541 8,728 

8,935 9,110 9,308 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

0～17歳 18～64歳 65歳以上
人



精 神 障 害 者 の 状 況
～精神科病院入院患者数・公費負担通院患者数の推移～

人

2,946 2,901 2,907 2,875 2,816 2,813 2,786 2,743 2,701 2,631 2,688 

10,396 10,708 11,033 11,338 

11,889 12,375 12,926 
13,710 

14,291 
14,788 15,129 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

精神科病院入院患者数 公費負担通院患者数

通院

入院

各年度6月30日現在

○入院患者：１０年前から２５８人減 ○通院患者：１０年前から４，７３３人増

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

１級 469 473 483 506 521 559 598 624 647 658 716

２級 3,889 3,995 4,172 4,472 4,780 4,893 5,195 5,436 5,728 5,922 6,169

３級 1,307 1,440 1,631 1,785 2,010 2,146 2,353 2,650 2,924 3,224 3,504

計 5,665 5,908 6,286 6,763 7,311 7,598 8,146 8,710 9,299 9,804 10,389

精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年度３月31日現在） 単位：人



種 別 人 数

身体障害者 ４０，６４０人

知的障害者 ９，３０８人

精神障害者（※） １７，８１７人

難病等者 ９，４９７人

計 ７７，２６２人

身体・・・身体障害者手帳所持者数 知的・・・療育手帳所持者数、

精神・・・精神科病院入院患者及び通院医療費公費負担患者※令和７年６月末

（精神障害者保健福祉手帳所持者数 １０，３８９人）

難病･･･ 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数

（厚生労働省衛生行政報告例) 

令和８年３月末（※は令和７年６月末）
・令和８年４月１日の富山県人口 979,663人

・身体、知的、精神障害者、難病等者数 ⇒

     人口比率では ＝ ７．９パーセント

・このほかに、現行の手帳制度、医療制度に位置付け

られない障害のある者や児童がいる。

例えば、医療的ケア児は、各種手帳制度に照らしてみると、
等級が低く出たり、等級がつかない場合も多くあります。

県内の身体、知的、精神障害者、難病等者の状況



就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における
課題を把握し、必要な支援を行う

共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う

自立訓練（機能訓練） 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓
練を行う

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行う

就労継続支援（A型）
一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な
訓練を行う

就労継続支援（B型）
一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を
行う

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話
を行う

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の
機会を提供する

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常
に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等
を総合的に行う

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

（注）１.表中の「   」は「障害者」、「    」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和6年7月サービス提供分（国保連データ）者 児
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障害福祉サービス等の体系（介護給付・訓練等給付）＜全国＞
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児
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サービス内容 利用者数 施設・事業所数

22,853

7,660

5,701

2,510

11

220,180

14,663

27,994 

18,560

39

66,725

21,135

307,413

6,831

259

13,229

2,288

16,214

37,942

86,391

419,151

201

1,393

2,798

4,359

19,970

1,248

179,347

293

12,492

120,692

20,234 1,827

2,529



計画相談支援

【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

障害児相談支援

【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業
所への同行支援等を行う

地域定着支援
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉
サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び
知識技能の付与並びに治療を行う

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援などを行う

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支
援を行う

医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの
支援及び治療を行う

放課後等デイサービス
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のた
めの必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「    」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和６年７月サービス提供分（国保連データ）者 児
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障害児者のサービス別の利用状況 ～Ｒ８年２月実績～

サービスの種類 利用人数（人） サービスの種類 利用人数（人）

居宅介護 ７５４ 自立訓練（機能訓練） １３

重度訪問介護 ３２ 自立訓練（生活訓練） ８２

同行援護 １０７ 宿泊型自立訓練 ０

行動援護 ７６ 就労選択支援 ５

短期入所 ３０５ 就労継続支援Ａ型 １，０９８

療養介護 ２９５ 就労継続支援Ｂ型 ２，９１９

生活介護 ２，６１０ 就労移行支援 ２１１

施設入所支援 １，２５６ 就労定着支援 ７６

共同生活援助 １，２１４

計 ５，４３５ 計 ５，６１８

児童発達支援 １，０６５ 計画相談支援 ２，２３１

放課後等デイサービス ２，２７２ 障害児相談支援 ６７１

保育所等訪問支援 ５６ 地域移行支援 ６

障害児入所 １２ 地域定着支援 ７５

計 ３，４０５ 計 ２，９８３



② 制度の変遷や法の目的など



「ノーマライゼーション」理念の浸透

【H15】

【S56】
障害者基本法

（心身障害者対策基本法
として昭和45年制定）

身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法
として昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として
昭和25年制定）

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

【H18】

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

支
援
費
制
度
の
施
行

精神衛生
法から精神
保健法へ

【S62】

精神薄弱者福祉
法から知的障害
者福祉法へ

【H10】

精神保健法か
ら精神保健福
祉法へ

【H7】

利用者が
サービスを選択
できる仕組み

３障害
共通の制度

国
際
障
害
者
年

完
全
参
加
と
平
等

地域生活
を支援

心身障害者対策基本法
から障害者基本法へ

【H5】

“

”

障害者基本法
の一部改正

【H23】 共生社会の
実現

【H25.4】

障
害
者
自
立
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
法
施
行

【H24.4】

相談支援の充実、障害児
支援の強化など

地域社会に
おける共生の実現

難病等を
対象に

障害福祉施策の歴史

障
害
者
総
合
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
法
成
立

【H28.5】

「生活」と「就労」に
関する支援の充実など

改
正
法
の
施
行
・報
酬
改
定

【H30.4】



第一条 （目的）

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個
人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられるこ
となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加
の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自
立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

障害者基本法

障害者総合支援法
（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法
律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又
は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他
の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわ
らず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目
的とする。



障害のある人の年齢（ライフステージ）に応じた、必要となる支援
～誰もが事故や病気で障害を有することとなる可能性があります～

生まれたときに障害や病気があることがわかったら、入院中に障害者手帳や福祉サービスを
手続することもあるでしょう。

乳幼児期

体の発育や言葉・行動などコミュニケーション面でも、発達が著しい時期です。市町村では１
歳６月児や３歳児の健康診査があります。そこで、障害や発達の遅れが分かる場合がありま
す。
障害があることが分かった場合、「児童発達支援」という障害のある子どもの支援を行う通園
施設や、保育所等に通います。

未就学期

小中高校の１２年間は、子どもの成長に最も大切な時期です。障害のある子どもが地域の学
校（「特別支援学級」、「特別支援学校」）で学ぶ機会が増えてきました。放課後にはデイサービ
スを利用する子どもも増えてきています。
卒業進路には、「進学」、「就職」、「福祉サービス」の３つがあります。

学齢期・学校卒業期



学校を卒業すると、地域のいろいろな暮らしが待っています。
日中の過ごし方としては、会社や支援事業所で働く人、支援を受けながら日中活動を
する人などがいます。

会社で働く・事業所に通う

住まいの場所も様々です。家族で暮らす人、ヘルパーサービスを使って暮らす人、
グループホームを利用する人、入所施設で暮らす人もいます。

暮らす

働くことや事業所に通うこと以外にも障害のある人自身の「本人活動」なども大切
です。

余暇（たのしむ）



５０歳くらいからは、健康のことや病気のことや、老後のことも心配です。
障害によっては、受診や検診に制約が伴うこともあります。

健康・病気

障害のある人が６５歳になると、原則として障害福祉サービスから介護保険サービス
に移行します。そのため、利用する事業所を変えなくてはならない人もいます。

介護保険サービスとの関係

家族の高齢化は、大きな課題となっています。
「親亡き後」も含め、家族がしていたことを地域や社会で支える仕組みも必要です。

家族が高齢になると

障害の有無に関係なく、多くの人は病院で亡くなっています。
最近では、入所施設やグループホームで亡くなるまで支援する数も増えてきています。

最期の場所



障 害 者 ・ 障 害 児 の 範 囲 に つ い て

身体障害

知的障害

精神障害

難病等

対象者

０歳 １８歳障害児 障害者

児童福祉法第４

条第２項に規定

する障害児

身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者

知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち、１８歳以上で
ある者

精神保健福祉法第５条に規定する精神障害者（発達障害
者支援法第２条第２項に規定する発達障害者を含む）のう
ち、１８歳以上である者（高次脳機能障害については、精
神障害者であることが確認された場合に対象となる）

＜障害者総合支援法上の障害者・障害児の定義概念図（現行）＞

治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病で
あって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大
臣が定める者（３７６疾患）

障
害
が
重
複
し
て
い
る
方
も
い
ま
す

医学モデルからみた障害



③ 国と県の障害福祉関係予算について



障害福祉サービス等に関する公費負担及び利用者負担＜全国＞

※国及び地方自治体の負担額：障害者自立支援給付費負担金（実績。R６は予算額）。
 ※負担割合は、国：都道府県：市町村＝２：１：１
※利用者負担額：国保連データ（H20-R5）及び障害者自立支援給付費負担金を元に障害福祉課推計。
※利用者負担率：国保連データ（H20-R5）。H18・H19はH20の負担率、R6はR4の負担率で仮置き。
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富山県内の自立支援給付費（介護給付＋訓練等給付）の推移

○ 障害者自立支援給付費は、年々伸びている。

○ 平成２４年度以降、１００億円を超え、令和６年度の実績額は約２０８億円となっている。

百万円











令和８年度富山県の障害福祉関係予算の概要
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